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は
じ
め
に

史
料
編
纂
所
は
、
前
身
と
な
る
組
織
に
遡
る
な
ら
ば
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

以
来
、
正
史
も
し
く
は
史
料
集
の
編
纂
・
刊
行
を
目
的
と
し
て
、
各
地
に
残
る
史
料

の
収
集
活
動
を
長
年
に
わ
た
り
展
開
し
て
き
た
。
今
日
史
料
編
纂
所
書
庫
に
架
蔵
さ

れ
る
影
写
本
・
騰
写
本
の
膨
大
さ
は
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
と
に
こ
う
し
た

活
動
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
節
目
を
迎
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
自
己
総
括
的
な
検
証

が
な
さ
れ
て
い
る
。
正
史
編
纂
事
業
開
始
か
ら
六
〇
年
に
編
ま
れ
た
「
史
料
編
纂

始
末

（
1 
）」（

昭
和
三
、
一
九
二
八
年
、
以
下
「
始
末
」
と
略
す
）、
明
治
三
三
年
（
一
九

〇
〇
）
の
史
料
集
刊
行
開
始
か
ら
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
史 

史
料
集
』（
平
成
一
三
、
二
〇
〇
一
年
、
以
下
『
史
料
集
』
と
略

す
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
膨
大
な
関
連
史
料
か
ら
、
本
所
の
動
向
を
跡
付
け
る

も
の
を
選
び
出
し
、
編
年
順
に
配
列
す
る
な
ど
、
往
時
の
編
纂
事
業
や
調
査
活
動
の

概
要
を
知
る
う
え
で
必
須
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。

事
業
開
始
か
ら
一
五
〇
年
を
迎
え
た
今
日
、
右
の
よ
う
な
計
画
は
予
定
さ
れ
て
い

な
い
が
、
事
業
遂
行
の
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
公
文
書
を
保
全
し
、
学
界
共
有
の
研

究
資
源
と
し
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
、
確
か
な
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

も
っ
と
も
平
成
一
九
年
度
以
降
、
庁
舎
の
補
修
工
事
や
、
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
に
よ
る

庁
舎
変
更
が
相
次
ぎ
、
そ
れ
ま
で
退
蔵
し
て
い
た
公
文
書
類
と
向
き
あ
わ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
と
い
う
側
面
も
多
分
に
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
所
の
歴
史
を

物
語
る
一
次
史
料
を
保
全
し
、
活
用
可
能
な
環
境
を
整
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
よ

り
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
は
、
史
料
集
刊
行
一
〇
〇
周
年
事
業
に
伴
っ
て
発
足
し
た
「
所
史

史
料
集
小
委
員
会
」（
現
「
所
史
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」）
に
よ
る
、
二
〇
年
来
の
幅

広
い
取
り
組
み
の
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
活
動
の
う
ち
、
本
稿
と
密
接
に

関
わ
る
の
が
、
平
成
二
一
年
度
に
起
き
た
赤
門
書
庫
（
大
正
五
、
一
九
一
六
年
竣
工
、

写
真
1
）
の
大
学
本
部
へ
の
移
管
一
件
で
あ
る

（
2 
）。

昭
和
初
頭
ま
で
史
料
編
纂
掛
の
書
庫

と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
の
建
物
は
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
役
目
を
終
え
た
公
文
書

や
、
既
刊
史
料
集
の
原
稿
・
校
正
ゲ
ラ
な
ど
が
、
雑
多
に
納
め
ら
れ
る
ス
ペ
ー
ス
に

な
っ
て
い
た
。
そ
の
膨
大
な
収
納
品
は
、
所
史
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
尽
力
に
よ

っ
て
現
書
庫
に
移
送
さ
れ
、
整
理
・
分
類
の
う
え
保
全
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

こ
の
う
ち
に
、
本
稿
が
主
題
と
す
る
「
往
復
」
も
ま
た
埋
も
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

1
、「
往
復
」
の
概
要

筆
者
が
「
往
復
」
の
存
在
を
認
識
し
た
の
は
、
所
員
と
な
っ
て
五
、
六
年
過
ぎ
た

二
〇
〇
〇
年
代
の
半
ば
で
あ
る
。
あ
る
複
製
史
料
の
運
用
に
つ
い
て
原
本
所
蔵
者
か

ら
問
合
せ
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
複
製
が
作
成
さ
れ
た
の
か
を
知
る
必
要
が

生
じ
た
。
そ
の
際
に
先
輩
所
員
か
ら
、
赤
門
を
は
さ
ん
で
南
側
に
位
置
す
る
赤
門
書
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庫
に
古
い
記
録
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
れ
ば
経
緯
が
わ
か
る
と
教
え
ら
れ
た
。
非
現
用

な
が
ら
、
そ
の
存
在
は
所
内
で
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
て
お
り
、
実
際
昭
和
末
期
に
は

未
登
録
史
料
の
来
歴
を
調
べ
る
に
あ
た
っ
て
、「
往
復
」
が
参
照
さ
れ
て
い
た
。

前
述
の
よ
う
に
赤
門
書
庫
収
蔵
史
料
の
移
送
・
保
全
に
つ
い
て
は
、
所
史
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
あ
た
っ
た
が
、
特
に
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
に
正
史
編
纂
事

業
が
帝
国
大
学
に
移
管
さ
れ
る
ま
で
の
文
書
・
記
録
類
に
つ
い
て
は
、
同
グ
ル
ー
プ

の
松
沢
裕
作
氏
が
中
心
と
な
っ
て
分
類
・
整
理
を
進
め
た
。
そ
の
成
果
は
既
に
平
成

二
六
（
二
〇
一
四
）
年
度
か
ら
特
殊
蒐
書
「
修
史
局
・
修
史
館
史
料
」
と
し
て
公

開
、
閲
覧
に
供
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
3 
）。

こ
れ
に
つ
づ
く
整
理
作
業
の
対
象
が
「
往

復
」
で
あ
っ
た
（
写
真
2
）。
筆
者
は
ワ
ー
キ
ン
グ
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た

が
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
ガ
ラ
ス
乾
板
や
台
紙
付
写
真
と
い
っ
た
複
製
史
料
の
来
歴

を
調
査
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り

（
4 
）、

平
成
二
五
年
度
か
ら
「
往
復
」
の
整
理
作
業
に
参

画
し
て
い
る
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
「
往
復
」
と
は
何
な
の
か
。
端
的
に
言
う

な
ら
ば
、
修
史
事
業
が
帝
国
大
学
へ
移
管
さ
れ
た
以
降
に
作
成
さ
れ
た
、
関
係
各
所

と
の
往
来
信
を
綴
っ
た
簿
冊
群
で
あ
る
。
目
下
、「
往
復
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い

る
の
は
、
明
治
二
三
年
（
一
八
八
〇
）
か
ら
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
ま
で
の
総

計
四
三
七
冊
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
「
往
復
」
に
類
す
る
簿
冊
の
作
成
は
、
事
業

の
大
学
移
管
以
前
に
遡
る
。
付
表
1
・
（
は
、
現
在
史
料
編
纂
所
に
残
る
所
史
関
連

史
料
を
、
管
見
の
限
り
で
集
め
、
内
容
ご
と
に
区
分
し
て
編
年
順
に
並
べ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
関
係
機
関
と
の
往
来
信
簿
冊
は
明
治
六
年
か
ら
残
さ
れ
て

お
り
、こ
う
し
た
簿
冊
作
成
は
修
史
局
・
修
史
館
以
来
の
伝
統
的
な
文
書
管
理
法
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
本
来
、
こ
れ
ら
の
往
復
類
も
、
所
謂
「
往
復
」
と
一
緒
に

伝
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
大
学
移
管
時
を
基
準

と
す
る
区
分
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
日
の
「
往
復
」
が
成
立
し
た
の
だ
ろ
う

（
5 
）。

周
知
の
よ
う
に
、
大
学
に
移
管
さ
れ
た
正
史
編
纂
事
業
は
、
明
治
二
五
年
に
起
き

た
久
米
邦
武
の
筆
禍
事
件
に
よ
り
、
翌
二
六
年
に
は
中
止
の
憂
き
目
を
見
る

（
6 
）。

こ
の

間
の
「
往
復
」
は
わ
ず
か
に
一
冊
、
明
治
二
三
年
の
「
府
県
往
復
」
の
み
が
残
さ
れ

て
い
る
。
当
該
期
に
往
復
類
の
生
成
が
、
す
な
わ
ち
編
纂
事
業
が
停
滞
し
て
い
た
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
残
存
率
が
芳
し
く
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
事
業
の

中
止
、
組
織
の
停
廃
と
い
う
事
実
が
、
何
等
か
の
影
響
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
結
果
と
し
て
、「
往
復
」
に
区
分
さ
れ
る
簿
冊
群
は
、
明
治
二
八
年
に
ミ
ッ
シ

ョ
ン
を
史
料
集
編
纂
へ
と
転
換
し
た
以
降
の
、
す
な
わ
ち
史
料
編
纂
掛
と
し
て
再
発

足
し
た
以
降
の
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

で
は
下
限
が
昭
和
二
六
年
と
な
る
の
は
、
い
か
な
る
経
緯
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
年
、
敗
戦
後
停
止
さ
れ
て
い
た
史
料
集
刊
行
に
つ
い
て
、
突
如
と
し
て
翌
年
度

か
ら
の
再
開
が
認
め
ら
れ
た
。
年
末
に
こ
れ
に
即
応
し
た
組
織
再
編
が
行
わ
れ
た
こ

と
で

（
7 
）、

お
そ
ら
く
従
前
の
公
文
書
管
理
組
織
や
体
制
が
一
新
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
複
製
史
料
の
作
成
・
管
理
を
担
当
し
て
い
た
図
書
部
（
昭
和
二
四
年
か
ら

は
蒐
集
管
理
部
）
が
研
究
部
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
、
史
料
調
査
室
と
し
て
再
編
さ

れ
た
こ
と
が
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
往
復
」
の
作
成
は
、
昭
和
二
六
年
を
も
っ
て
終
了
し
、
文
書
管
理
は
別
の
形
態
へ

と
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
以
降
の
往
来
信
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
近
年
、
公
文
書
管
理
法
の
運
用
が
大
学

に
も
及
ぶ
な
か
、
規
則
に
定
め
る
保
存
期
間
の
満
了
し
た
文
書
が
、
積
極
的
に
廃
棄

さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る

と
、
現
用
の
文
書
管
理
ス
ペ
ー
ス
に
配
置
さ
れ
て
い
た
公
文
書
が
、
規
定
に
従
っ
て

順
次
廃
棄
と
な
っ
た
一
方
、
管
理
の
及
ば
な
い
倉
庫
に
眠
っ
て
い
た
「
往
復
」
は
、

か
え
っ
て
今
に
伝
来
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
は
と
推
察
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
8 
）。

続
い
て
、
昭
和
二
七
年
以
降
の
「
往
復
」
の
来
歴
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ

う
。
作
成
が
中
止
と
な
っ
た
「
往
復
」
は
、
直
ち
に
非
現
用
と
な
っ
て
お
蔵
入
り
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
複
製
史
料
の
履
歴
を
確
認
し
た
り
、
所
内
外
か
ら
の
照
会
に
対
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応
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
長
ら
く
書
庫
内
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
さ
れ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
今
日
残
さ
れ
て
い
る
木
製
の
カ
ー
ド
ボ
ッ
ク
ス
と
、

そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
大
量
の
カ
ー
ド
で
あ
る
（
写
真
3
）。
こ
の
カ
ー
ド
は
、
大
正

四
年
（
一
九
一
五
）
か
ら
昭
和
二
六
年
に
至
る
「
往
復
」
の
記
載
内
容
を
抽
出
し
た

も
の
で
、
往
来
信
の
宛
先
ご
と
に
五
十
音
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
使
え

ば
、
特
定
の
史
料
所
蔵
者
と
い
つ
ど
の
よ
う
な
連
絡
を
し
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
詳

細
に
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
カ
ー
ド
は
前
半
部
が
失
わ
れ
て
お

り
、
タ
行
以
降
の
関
係
先
分
一
万
枚
弱
を
残
す
ば
か
り
だ
が
、「
往
復
」
の
全
体
像

を
掌
握
す
る
う
え
で
、
非
常
に
重
要
な
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
カ
ー
ド
が
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
使
わ
れ
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、

そ
の
作
成
コ
ス
ト
か
ら
み
て
そ
れ
な
り
の
時
間
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
で
は
、「
往
復
」
が
赤
門
書
庫
に
退
蔵
さ
れ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
な
の

か
。
確
た
る
明
証
は
な
い
が
、
昭
和
四
七
年
に
新
館
が
増
築
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
旧

書
庫
が
取
り
こ
わ
さ
れ
た
時
点
を
、
最
大
の
候
補
と
し
て
お
き
た
い
。
非
現
用
と
な

っ
て
お
よ
そ
二
〇
年
、
参
照
さ
れ
る
機
会
も
減
っ
た
こ
と
で
、
新
書
庫
に
収
容
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
別
棟
に
あ
る
書
庫
に
送
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

写真1　赤門書庫外観（現況、奥の建物）

写真2　整理前の「往復」

写真3　カード



所史史料調査の現状と展望（井上）（（（（）

2
、
整
理
・
保
全
作
業
と
研
究
資
源
化
の
現
況

平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
か
ら
本
格
的
に
着
手
さ
れ
た
「
往
復
」
の
整
理
作
業

は
、
そ
の
翌
年
か
ら
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
A
「
原
史
料
メ
タ
情
報
の
生
成
・
管

理
体
系
の
確
立
お
よ
び
歴
史
知
識
情
報
と
の
融
合
に
よ
る
研
究
高
度
化
」（
研
究
代

表
者 

山
家
浩
樹
、
二
〇
一
四
～
一
八
）
の
グ
ル
ー
プ
に
引
き
継
が
れ
て
、
継
続
・

推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
科
研
は
、「
近
代
以
後
の
調
査
履
歴
を
精
査
す
る

こ
と
で
、
調
査
対
象
史
料
の
伝
存
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
適
宜
参
照
で
き
る
体
制
を

整
え
る
」
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、「
往
復
」
も
そ
の
分
析

対
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
所
史
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
尾

上
陽
介
・
松
沢
裕
作
の
両
氏
が
参
加
し
、
学
内
外
か
ら
も
有
識
者
の
協
力
を
得
て
、

総
合
的
な
整
理
・
保
全
と
収
載
デ
ー
タ
の
整
備
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

急
務
と
な
っ
た
の
は
、
劣
化
が
進
む
簿
冊
の
保
全
措
置
で
あ
っ
た
。
各
簿
冊
は
、

お
よ
そ
三
〇
〇
～
五
〇
〇
紙
か
ら
な
り
、
板
目
紙
で
表
裏
に
表
紙
を
付
し
て
紙
縒
で

綴
じ
た
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
綴
じ
目
周
辺
か
ら
料
紙
の
劣
化
が
進
ん
で

い
る
も
の
が
目
立
ち
、
さ
ら
に
虫
損
・
破
損
の
生
じ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
こ

で
史
料
保
存
技
室
の
協
力
を
得
て
、
綴
じ
を
外
し
て
料
紙
の
負
荷
を
低
減
し
、
必
要

に
応
じ
て
裏
打
ち
な
ど
の
補
強
を
施
す
と
と
も
に
、
中
性
紙
の
収
容
箱
を
用
意
し

て
、
保
存
書
庫
に
配
架
す
る
方
針
を
定
め
た
。
ま
た
綴
じ
を
外
し
た
段
階
で
、
全
紙

の
デ
ジ
タ
ル
撮
影
を
行
い
、
今
後
な
る
べ
く
原
史
料
に
触
れ
ず
に
す
む
よ
う
措
置
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
、
本
格
的
な
修
理
が
必
要
な
一
一
冊
を
除
き
、
す
べ
て
解
体
と
撮
影

を
完
了
し
た
。
最
終
的
な
装
備
を
終
え
て
書
庫
に
収
容
し
た
も
の
が
三
〇
〇
冊
余

で
、
残
す
と
こ
ろ
あ
と
一
四
〇
冊
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
約
五
年
の
年

月
を
費
や
し
て
き
た
が
、
も
う
間
も
な
く
保
全
作
業
が
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。

一
方
、「
往
復
」
を
高
度
に
活
用
す
る
た
め
の
情
報
化
作
業
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く

の
時
間
と
労
力
を
必
要
と
し
て
い
る
。
各
冊
ご
と
に
収
載
さ
れ
た
文
書
の
内
容
を
確

認
し
、
年
月
日
・
文
書
番
号
・
往
来
信
の
授
受
先
・
件
名
・
摘
要
な
ど
を
一
つ
一
つ

記
述
し
て
ゆ
く
に
は
、
膨
大
な
労
力
が
必
要
と
な
る
。
現
在
、
約
一
〇
〇
冊
の
処
理

を
終
え
、
ほ
ぼ
明
治
期
に
つ
い
て
は
検
索
が
可
能
な
段
階
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
体

か
ら
み
れ
ば
ま
だ
四
分
の
一
に
も
達
し
て
い
な
い
。
当
年
度
よ
り
新
た
に
獲
得
し
た

科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
A
「
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
応
じ
た
人
文
科
学
デ
ー
タ
パ
ッ
ケ

ー
ジ
化
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者　

山
家
浩
樹
、
二
〇
二
〇
～
二
〇
二
四
）

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
作
業
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
載
内
容
を

史
料
編
纂
所
が
擁
す
る
歴
史
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
略
称SH

IPS

）
に
反
映
さ
せ
て

ゆ
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。「
往
復
」
に
は
前
近
代
史
料
群
の
、
近
代
以
降
に
お

け
る
伝
来
情
報
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
史
料
学
的
な
検
討
・
分
析
を
行
う
う
え
で
必

須
の
基
盤
と
な
る
。
将
来
的
に
所
内
外
か
ら
高
度
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
環
境
整

備
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

3
、「
往
復
」
の
史
料
学
的
検
討

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
以
降
、
お
よ
そ
六
〇
年
に
わ
た
り
作
成
さ
れ
た
「
往

復
」
で
あ
る
が
、
そ
の
編
成
方
法
に
注
目
す
る
と
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
を
境

と
し
て
、
大
き
く
二
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
記

載
内
容
の
整
理
は
ま
だ
中
途
で
あ
り
、
詳
細
な
分
析
は
か
な
わ
な
い
が
、
現
状
に
お

い
て
掌
握
し
て
い
る
事
項
の
概
略
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

⑴
前
期　

～
大
正
四
年
ま
で
～

前
期
の
「
往
復
」
編
成
は
、
往
来
信
の
相
手
先
を
、
そ
の
属
性
ご
と
に
分
類
し
て

い
る
。
詳
細
は
付
表
（
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
府
県
・
官
庁
・
皇
華
族
な
ど
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
管
理
し
て
い
る
。
さ
ら
に
書
式
の
変
遷
を
た
ど
る
と
、
前
期
は

お
よ
そ
次
の
四
つ
の
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⒜　

明
治
二
三
年

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
修
史
事
業
の
大
学
移
管
か
ら
史
誌
編
纂
掛
廃
止
ま
で
の

期
間
、
確
認
で
き
る
「
往
復
」
は
た
だ
一
冊
、
明
治
二
三
年
の
「
府
県
往
復
」
の
み

で
あ
る
。
主
と
し
て
内
閣
修
史
局
時
代
に
地
方
か
ら
借
用
し
た
史
料
に
つ
い
て
、
所

在
照
会
・
返
却
に
関
す
る
往
来
信
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
発
信
書
類
に
注
目
す
る

と
、
編
年
史
編
纂
掛
委
員
長
の
重
野
安
繹
と
、
書
記
の
土
岐
恭
（
物
品
会
計
管
理
）

の
両
名
に
よ
っ
て
決
裁
さ
れ
て
お
り
（
写
真
4
）、
そ
の
他
の
大
学
関
係
者
は
関
与

し
て
い
な
い
。
付
さ
れ
た
番
号
も
「
修
史
第
～
号
」
と
な
っ
て
い
て
、
独
自
の
管
理

体
系
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
同
時
期
の
動
向
を
示
す
「
始

末
」
を
見
る
と
、
明
治
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
付
通
達
で
、
総
長
も
し
く
は
大
学
の

名
を
も
っ
て
発
す
る
書
類
は
、
総
長
の
決
裁
を
請
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
実

際
に
「
始
末
」
に
は
、「
稿
本
国
史
眼
」
の
頒
布
に
関
す
る
決
裁
な
ど

（
9 
）、

総
長
・
文

科
大
学
長
・
大
学
書
記
が
名
を
連
ね
た
も
の
が
散
見
す
る
。
番
号
も
「
帝
国
大
学
坤

第
～
号
」
と
あ
っ
て
、
大
学
本
部
の
管
理
体
系
で
識
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
区
別
の
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
史
料
の
貸
借
な
ど
修
史
事
業
の
内
側
で
完
結
す

る
も
の
は
、
掛
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

⒝　

明
治
二
八
年
～
同
三
〇
年

久
米
事
件
に
よ
る
組
織
廃
止
か
ら
二
年
、

明
治
二
八
年
を
迎
え
て
漸
く
史
料
編
纂
掛
と

し
て
活
動
を
再
開
す
る
。
し
か
し
そ
の
活
動

は
五
年
の
時
限
が
定
め
ら
れ
た
ほ
か
、
厳
し

い
制
約
が
課
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
掛
員

は
史
料
編
纂
事
業
遂
行
に
あ
た
っ
て
知
り
え

た
知
見
を
学
外
で
講
演
し
た
り
、
論
文
と
し

て
発
信
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た

（
10 
）。

「
往
復
」
の
在
り
方
も
ま
た
、
こ
れ
を
反

映
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
二
三
年
段
階

の
「
往
復
」
に
て
は
、
史
料
貸
借
な
ど
の
関

係
書
類
は
掛
内
で
決
裁
さ
れ
て
い
た
が
、
二

八
年
に
な
る
と
そ
う
し
た
も
の
は
な
く
、
す

べ
て
総
長
・
文
科
大
学
長
・
書
記
と
い
う
大

学
当
局
の
決
裁
を
経
た
「
帝
国
大
学
坤
第
～

号
」
形
式
に
変
わ
っ
て
い
る
（
写
真
5
）。

二
八
年
か
ら
官
省
院
庁
・
府
県
・
社
寺
・
皇

写真4　高野山教議所へ照会（明治23年府県往復）　

写真5　愛知県へ回答（明治28年府県往復1）
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華
士
族
平
民
と
多
種
の
「
往
復
」
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
掛
内
の
み
で
決
裁
さ
れ
た

文
書
は
一
通
も
な
い
。
久
米
事
件
を
踏
ま
え
て
、
文
書
管
理
体
制
の
面
か
ら
も
掛
の

動
き
は
大
学
当
局
の
強
い
統
制
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
五
年
を
限
っ
て
再
開
と

な
っ
た
編
纂
事
業
は
、
独
自
色
を
抑
え
た
安
全
運
転
に
努
め
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。⒞　

明
治
三
一
年
～
同
四
三
年

史
料
編
纂
掛
の
文
書
作
成
・
管
理
に
、
大
学
当
局
が
全
面
的
に
関
与
す
る
と
い
う

在
り
方
は
、
明
治
三
一
年
に
入
る
と
変
化
が
兆

し
て
く
る
。
史
料
借
用
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来

ど
お
り
総
長
名
の
照
会
状
を
作
成
し
て
依
頼
す

る
が
、
そ
の
後
の
所
蔵
者
と
の
や
り
と
り
で

は
、
文
科
大
学
長
、
史
料
編
纂
委
員
、
書
記
が

決
裁
す
る
「
史
第
～
号
」
と
い
う
書
式
が
確
認

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
写
真
6
）。
ま
た
よ
り

些
事
に
あ
っ
て
は
、
文
科
大
学
長
も
関
与
し
な

い
、
主
任
（
現
在
の
所
長
に
相
当
、
編
纂
委
員

の
代
表
者
）
と
書
記
の
み
で
起
案
・
発
信
さ
れ

る
書
式
も
登
場
し
、
当
初
は
無
番
号
で
あ
っ
た

も
の
の
、
次
第
に
「
史
第
～
号
」
の
体
系
に
組

み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

翌
三
二
年
に
な
る
と
、
総
長
以
下
が
関
与
す

る
全
学
的
な
様
式
は
ほ
ぼ
無
く
な
り
、
文
科
大

学
長
名
義
、
も
し
く
は
掛
単
独
の
「
史
第
～

号
」
に
移
行
す
る
に
至
る
。
五
年
時
限
の
最

終
年
度
に
入
り
、
漸
く
業
務
に
お
け
る
自
立
性

を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
年
に
は
、
業
務
の
進
捗
が
評
価
さ
れ
、
翌
三
三
年
度
か
ら
一

五
年
を
限
っ
て
事
業
延
長
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
改
善
も
あ
っ

て
、
三
三
年
度
に
は
『
大
日
本
史
料
』『
大
日
本
古
文
書
』
の
刊
行
開
始
が
現
実
の

も
の
と
な
っ
た
。

一
五
年
の
事
業
延
長
期
間
に
入
る
と
、
総
長
が
起
案
に
関
与
す
る
ケ
ー
ス
は
、
帝

室
博
物
館
・
宮
内
省
な
ど
特
定
の
相
手
先
に
限
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
以
外
は
、
ほ

ぼ
「
史
第
～
号
」
の
書
式
と
な
り
、
か
つ
ま
た
文
科
大
学
長
が
関
与
す
る
形
式
も
漸

写真6　山口県へ回答（明治31年府県往復）

写真7　三重県阿山郡へ連絡（明治39年府県往復）
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減
し
、
史
料
所
蔵
者
に
史
料
借
用
を
依
頼
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
相

手
か
ら
承
諾
を
受
け
た
の
ち
の
や
り
取
り
は
、
事
務
主
任
（
明
治
三
三
年
以
降
）
と

書
記
に
よ
る
掛
内
決
裁
で
処
理
さ
れ
て
い
る
（
写
真
7
）。

例
え
ば
明
治
四
三
年
分
を
通
覧
す
る
と
、
三
五
〇
件
以
上
の
起
案
が
な
さ
れ
た
う

ち
、
総
長
名
義
の
発
信
は
わ
ず
か
三
件
に
、
文
科
大
学
長
名
義
も
一
〇
〇
件
以
下
と

な
っ
て
お
り
、
編
纂
掛
の
自
立
と
編
纂
事
業
の
安
定
性
が
着
実
に
進
ん
だ
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

⒟　

明
治
四
四
年
～
大
正
三
年

明
治
四
四
年
か
ら
、
往
来
信
の
宛
先
属
性
に
よ
る
分
類
の
ほ
か
に
、
内
容
に
よ
る

類
別
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
史
料
集
出
版
の
開
始
か
ら
一
〇
年
を
迎
え
刊
行
物
も
増
加

し
、
そ
の
発
送
・
受
領
・
問
い
合
わ
せ
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
出
版
に
関
わ
る
事
務
文
書
は
、
史
料
貸
借
な
ど
の
往
来
信
と
区
別
し

て
、
新
た
に
「
乙
」
類
と
し
て
綴
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
、
赤
門
南
脇
に
旧

医
科
大
学
建
物
を
移
築
し
、
独
立
の
専
用
庁
舎
と
し
て
使
用
を
開
始
し
た
こ
と
も
、

何
ら
か
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

（
11 
）。

「
乙
」
類
は
事
務
的
内
容
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
書
記
（
物
品
会
計
官
吏
）
お
よ

び
事
務
担
当
（
嘱
託
補
助
）
が
決
裁
し
、
事
務
主
任
ら
編
纂
担
当
者
が
関
与
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
な
お
「
乙
」
類
に
あ
っ
て
は
、
初
見
の
四
四
年
度
か
ら
「
史
亥
第

～
号
」
の
よ
う
に
、
管
理
番
号
に
当
該
年
の
一
二
支
を
付
し
て
い
る
（
写
真
8
）。

ま
た
宛
先
別
編
成
の
「
往
復
」
に
お
い
て
も
、
新
し
い
動
き
が
確
認
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
総
長
以
下
の
決
裁
書
式
、
文
科
大
学
長
の
関
わ
る
決
裁
書
式
、
掛
事
務
主

任
と
書
記
に
よ
る
決
裁
と
い
う
基
本
構
造
は
変
わ
ら
な
い
が
、
一
部
に
史
料
編
纂
官

（
以
下
編
纂
官
と
略
記
）
と
書
記
と
い
う
形
式
で
公
文
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

編
纂
官
と
は
、
明
治
三
八
年
度
に
導
入
さ
れ
た
新
た
な
身
分
制
度
で
あ
る

（
12 
）。

時
限

事
業
に
従
事
す
る
編
纂
員
の
立
場
を
強
め
る
た
め
に
、
掛
と
し
て
強
く
要
求
し
、
勝

ち
取
っ
た
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
位
向
上
か
ら
数
年
を
経
て
、
公
文
の
発
信

に
お
い
て
も
、
編
纂
官
に
一
定
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

実
際
ｃ
段
階
に
て
も
、
事
務
主
任
と
書
記
に
よ
る
起
案
に
、
編
纂
官
が
欄
外
に
署
名

捺
印
を
加
え
る
と
い
う
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
発
展
す
る
こ
と

で
、
一
つ
の
書
式
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
、宛
先
別
に
編
成
さ
れ
た
公
文
書
に
あ
っ
て
も
、明
治
四
五
年
以
降
、「
史
子
第

～
号
」
の
よ
う
に
、
管
理
番
号
に
十
二
支
が
付
さ
れ
る
書
式
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

⑵
後
期　

～
大
正
四
年
以
降
～

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
を
境
と
し
て
、
往
来
信
を
宛
先
の
属
性
別
に
分
類
す
る

と
い
う
や
り
方
を
改
め
、
宛
先
の
如
何
を
問
わ
ず
に
時
系
列
で
並
べ
る
と
い
う
方
式

に
転
換
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
史
料
貸
借
な
ど
編
纂
業
務
の
内
容
に
関
わ
る
往

来
信
は
「
甲
」
類
と
し
て
、
出
版
物
の
発
送
な
ど
に
関
す
る
「
乙
」
類
と
区
分
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
に
述
べ
た
一
万
点
弱
の
カ
ー
ド
は
、
後
期
「
往
復
」
の
う
ち

写真8　山方石之助へ回答（明治44年　��
往復・乙4）
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「
甲
」
類
に
収
め
ら
れ
た
情
報
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
大
正
四
年
に
、
な
ぜ
編
成
方
法
が
変
わ
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な

い
。
た
だ
明
治
三
三
年
に
一
五
年
間
を
限
っ
て
認
め
ら
れ
た
事
業
延
長
が
、
大
正
三

年
で
満
了
と
な
り
、
翌
四
年
か
ら
新
た
な
段
階
に
移
行
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
こ
の
段
階
で
編
纂
事
業
は
、
時
限
的
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
な
し
崩
し

的
な
が
ら
も
恒
久
事
業
へ
と
転
換
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

「
始
末
」
や
『
史
料
集
』
か
ら
は
、
明
確
な
兆
証
を
見
い
だ
せ
ず
、
い
か
な
る
状
況

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
今
後
の
研
究
を
俟
つ
ほ
か
な
い
。

後
期
の
「
往
復
」
も
前
期
と
同
様
に
幾
つ
か
の
画
期
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
以
下
、

三
つ
の
段
階
を
お
っ
て
、
そ
の
特
徴
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

⒜　

大
正
四
年
～
同
七
年

当
該
期
は
、
右
述
の
公
文
編
成
方
法
の
転
換
を
の
ぞ
け
ば
、
原
則
と
し
て
前
期
の

ｃ
・
ｄ
段
階
を
踏
襲
し
て
い
る
。
総
長
決
裁
に
よ
る
「
帝
国
大
学
坤
第
～
号
」
を
通

番
と
す
る
も
の
は
、
正
倉
院
調
査
を
依
頼
す
る
宮
内
省
宛
公
文
な
ど
に
限
定
さ
れ
て

お
り
、
史
料
借
用
に
関
す
る
伺
い
ほ
か
編
纂
事
業
上
の
重
要
な
案
件
は
、
文
科
大
学

学
長
・
編
纂
掛
事
務
主
任
・
書
記
の
決
裁
に
よ
る
「
史
〈
一
二
支
〉
第
甲
～
号
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
軽
微
な
要
件
は
、
事
務
主
任
と
書
記
の
み
が
決
裁
し
、
担

当
の
編
纂
官
が
署
判
を
加
え
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ま
れ
に
担
当
編
纂
官

と
書
記
と
い
う
形
式
も
確
認
さ
れ
る
。

変
化
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
大
正
七
年
以
降
、
借
用
史
料
の
返
却
に
あ
た
っ

て
、
編
纂
官
を
中
心
と
し
た
所
員
（
一
部
編
纂
官
補
や
嘱
託
を
含
む
）
に
そ
の
旨
を

告
知
す
る
書
式
を
作
成
し
、
了
解
を
と
る
と
い
う
手
続
き
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
ろ

う
（
写
真
9
）。
書
面
に
は
、
返
却
告
知
の
文
面
に
加
え
て
、
確
認
を
要
す
る
人
々

の
氏
名
・
官
職
が
予
め
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
回
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
。
編
纂
官
ら

は
、
返
却
内
容
を
確
認
す
る
と
、
氏
名
・
官
職
の
下
に
花
押
も
し
く
は
印
を
据
え
て

ゆ
く
。
史
料
未
見
な
ど
の
理
由
で
一
見
を
希
望
す
る
場
合
は
、
近
傍
に
そ
の
む
ね
を

書
き
添
え
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
は
、
以
降
戦
時
中
ま
で

維
持
さ
れ
て
ゆ
く
。

も
う
一
つ
の
注
目
す
べ
き
変
化
は
、
同
じ
大
正
七
年
か
ら
登
場
す
る
図
書
部
監
督

で
あ
る
。
こ
の
年
五
月
、
編
纂
官
の
辻
善
之
助
が
初
め
て
こ
れ
に
任
じ
て
お
り

（
13 
）、

図

書
部
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
る
。
伴
っ
て
以
降
、
そ
の
職
掌
に
関
連
す
る
公
文
に

は
、
事
務
主
任
・
書
記
が
決
裁
す
る
「
史
〈
一
二
支
〉
第
甲
～
号
」
形
式
に
、
監
督

が
署
判
を
据
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
当
該
時
期
に
な
る
と
、
編
纂
官
集
団
や
そ
こ
か
ら
選
任
さ
れ
る
図
書

部
監
督
の
動
向
が
公
文
書
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
掛
の
活
動
に
即
し
た
文
書

管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒝　

大
正
八
年
～
昭
和
一
九
年

大
正
八
年
、
帝
国
大
学
令
の
改
正
に
伴
い
文
科
大
学
が
文
学
部
に
改
組
さ
れ
る

と
、
史
料
編
纂
掛
も
ま
た
文
学
部
の
附
属
施
設
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
全
学

的
な
変
化
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
掛
内
部
の
状
況
に
も
新
た
な
動
き
が
生
じ
て
い

写真9　回覧（大正7年　往復・甲1）
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る
。
掛
成
立
当
初
よ
り
主
導
的
立
場
に
あ
っ
て
、
長
く
事
務
主
任
の
地
位
に
あ
っ
た
三

上
参
次
が
同
年
七
月
に
退
任

（
14 
）、

次
世
代
で
あ
る
黒
板
勝
美
が
そ
の
後
を
襲
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
転
換
と
並
行
し
て
、
公
文
書
の
在
り
方
に
も
顕
著
な
変
化
が
見
い
だ
さ

れ
る
。
そ
れ
は
文
学
部
長
決
裁
に
よ
る
書
式
が
ほ
ぼ
消
滅
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

文
科
大
学
か
ら
文
学
部
に
移
行
し
た
直
後
の
大
正
八
年
度
に
は
、
ま
だ
文
学
部
長
が

決
裁
に
加
わ
る
文
書
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
翌
九
年
度
以
降
に
な
る
と
、
ほ
と
ん

ど
目
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
史
料
所
蔵
者

へ
の
借
用
依
頼
な
ど
、
編
纂
活
動
の
枢
要
を
占
め
る
案
件
に
お
い
て
は
、
必
ず
文
科

大
学
長
の
決
裁
を
仰
い
で
き
た
。
学
部
移
行
に
と
も
な
い
、
こ
う
し
た
手
続
き
が
次

第
に
省
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
史
料
編
纂
掛
は
よ
り
自
立
的
な
立
場
を
確
立
し
た
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
大
正
九
年
に
事
務
主
任
と
な
っ
た
辻
は
、
こ
の
の
ち
編
纂
掛
の

拡
張
を
目
指
し
た
運
動
を
展
開
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
掛
の
自
立
に
裏
付

け
ら
れ
た
自
信
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
降
の
書
式
上
の
変
化
で
特
記
す
べ
き
こ
と
と
し
て
は
、
図
書
部
監
督
が
大
正
一

一
年
度
で
姿
を
消
し

（
15 
）、

一
二
年
度
か
ら
、
代
わ
っ
て
図
書
主
任
が
登
場
す
る
こ
と
で

あ
る

（
16 
）。

編
纂
官
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
監
督
か
ら
、
編
纂
官
補
や
嘱
託
か
ら
選
任
さ
れ
る

主
任
へ
と
変
化
し
た
背
景
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
掛
発
信
の
決
裁
は
、
こ
の
の

ち
事
務
主
任
・
図
書
主
任
・
書
記
で
稟
議
さ
れ
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
史
料
編
纂
所
へ
の
改
称

で
あ
る
。
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
深
刻
な
打
撃
を
う
け
た
本
学
は
、
大
規
模
な
再
建

工
事
を
推
進
し
て
ゆ
く
。
赤
門
南
隣
に
あ
っ
た
史
料
編
纂
掛
は
、
奇
跡
的
に
罹
災
を

免
れ
た
も
の
の
、
も
と
よ
り
旧
医
科
大
学
建
物
を
期
限
付
で
移
築
利
用
し
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
昭
和
三
年
に
竣
工
し
た
新
し
い
庁
舎
（
現
在
の
庁
舎
）
に
移
転
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
環
境
整
備
も
あ
っ
て
、
翌
四
年
七
月
に
は
、
史
料
編
纂
掛

か
ら
史
料
編
纂
所
へ
と
改
称
さ
れ
、
事
務
主
任
も
所
長
と
改
め
ら
れ
て
い
る

（
17 
）。

依
然

と
し
て
官
制
上
は
文
学
部
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
独
立
し
た
部
局
と
し
て
の

写真10　毛利公爵家へ史料借用願（昭和5年　往復・甲1）
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体
裁
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
伴
っ
て
公
文
も
、
所
長
・
図
書

主
任
・
書
記
の
決
裁
と
、
関
係
編
纂
官
の
署
判
と
い
う
形
式
を
と
り
（
写
真
10
）、

以
後
基
本
的
書
式
と
し
て
長
く
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⒞　

昭
和
二
二
年
～
同
二
六
年

戦
局
の
悪
化
と
敗
戦
に
伴
う
混
乱
に
よ
り
、
編
纂
事
業
は
事
実
上
停
止
に
追
い
込

ま
れ
て
し
ま
う
。
伴
っ
て
昭
和
二
〇
・
二
一
年
度
の
「
往
復
」
は
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
漸
く
「
往
復
」
が
復
活
す
る
の
は
同
二
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

敗
戦
を
契
機
と
し
て
、
大
学
を
含
め
た
社
会
体
制
は
急
激
に
転
換
し
た
が
、
編
纂

所
に
あ
っ
て
は
昭
和
二
一
年
四
月
に
編
纂
官
制
度
の
廃
止
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
。

従
前
の
編
纂
官
・
編
纂
官
補
が
す
べ
て
文
部
事
務
官
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
編
纂
部
門
ご
と
に
部
長
を
置
い
て
管
理
の
体
制
を
整
え
て
い
る

（
18 
）。

敗
戦
後
も
公
文
書
の
体
裁
は
従
前
と
変
わ
ら
ず
、
所
長
・
図
書
主
任
・
事
務
に
よ

る
決
裁
で
処
理
さ
れ
て
お
り
、
変
化
と
い
え
ば
、
編
纂
官
に
代
わ
っ
て
担
当
部
長
の

署
判
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。
文
書
番
号
も
「
史
第
甲
～
号
」
と
い
う
表
記
が
継

続
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
乙
類
の
「
往
復
」
は
戦
後
一
冊
も
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
ど
の
よ
う
な
管
理
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
の
か
定
か
で
な
い
。

他
方
、
注
目
す
べ
き
変
化
と
し
て
は
、
二
二
年
以
降
、
総
長
決
裁
の
公
文
が
消

え
、
す
べ
て
所
内
で
完
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
戦
前
期
、
正

倉
院
調
査
に
関
す
る
申
請
の
み
は
、
伝
統
的
に
総
長
の
決
裁
を
仰
い
で
い
た
が
、
そ

れ
も
途
絶
え
て
、
所
長
名
に
よ
る
申
請
に
切
り
替
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
の
ち
昭
和
二
三
年
度
に
な
る
と
、「
往
復
」
の
編
成
に
大
き
な
変
化
が
見
ら

れ
る
。
二
三
年
度
の
「
往
復
」
は
一
度
七
月
で
完
結
し
、
八
月
以
降
分
は
翌
二
四
年

度
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
則
的
な
編
成
は
、
八
月
時
点
で
、
従
来
甲
類
に
分

類
さ
れ
て
い
た
文
書
類
が
、「
史
図
第
～
号
」
と
い
う
新
た
な
番
号
体
系
へ
と
移
行

し
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
の
決
裁
な
ど
に
特
段
の
変
化
は
見
ら
れ
な

い
が
、
管
理
大
系
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
変
更
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
の
か
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
三
年
度
の

後
半
、
当
時
文
部
省
に
あ
っ
た
維
新
史
料
編
纂
会
を
史
料
編
纂
所
に
移
管
す
る
計
画

が
進
ん
で
お
り
、
伴
っ
て
様
々
な
組
織
再
編
の
動
き
が
諮
ら
れ
て
い
た
。
果
た
し
て

翌
二
四
年
、
図
書
部
は
新
た
に
蒐
集
管
理
部
と
改
め
ら
れ
、
図
書
主
任
は
蒐
集
管
理

部
長
に
な
っ
て
い
る

（
19 
）。「

往
復
」
に
み
る
管
理
体
系
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
組
織
再

編
の
動
き
を
先
取
り
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

昭
和
二
五
年
四
月
、
国
立
大
学
設
置
法
の
改
正
に
よ
り
、
史
料
編
纂
所
は
漸
く
独

立
の
附
置
研
究
所
と
な
っ
た

（
20 
）。

既
に
自
立
し
た
管
理
体
制
を
整
え
て
い
た
ゆ
え
か
、

「
往
復
」
に
綴
ら
れ
た
文
書
に
は
特
段
の
変
化
は
見
ら
れ
ず
、
最
終
年
と
な
る
昭
和

二
六
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
蒐
集
管
理
部
が
さ
ら
に
再
編
さ
れ
る
な
か
で

「
往
復
」
は
終
焉
を
迎
え
る
が
、
そ
の
経
緯
は
先
に
1
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て　

―
今
後
の
展
望
と
課
題
―

本
稿
で
は
、「
往
復
」
の
伝
来
、
研
究
資
源
化
の
現
状
、
時
期
ご
と
の
書
誌
的
特

徴
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
た
。
ま
だ
作
業
は
半
ば
で
あ
り
、
な
す
べ

き
こ
と
が
山
積
し
て
い
る
。
以
下
、
残
さ
れ
た
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
今
後
目

指
す
べ
き
地
点
を
明
示
し
て
お
き
た
い
。

○
「
往
復
」
収
載
情
報
の
目
録
化

現
在
、
こ
の
作
業
は
全
体
の
四
分
の
一
程
度
を
完
了
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
四
三
〇

冊
余
、
お
よ
そ
二
万
頁
に
お
よ
ぶ
情
報
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
目
録
化
は

不
可
欠
で
あ
る
。
明
治
中
期
か
ら
戦
後
に
至
る
ま
で
、
史
料
編
纂
所
が
ど
の
よ
う
な

ポ
リ
シ
ー
で
、
い
か
な
る
史
料
を
収
集
し
て
き
た
の
か
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
史
料

学
・
史
学
史
ほ
か
様
々
な
分
野
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
有
効
な
ツ
ー
ル
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
か
つ
ま
た
目
録
化
さ
れ
た
メ
タ
情
報
を
、
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（H
i-cat

）
に
リ
ン
ク
し
て
、
影
写
・
謄
写
な
ど
複
製
史
料
の
書
誌
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
個
別
史
料
の
よ
り
深
い
理
解
・
分
析
を
喚
起
す
る
こ
と
に
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な
る
だ
ろ
う
。

難
読
の
書
状
類
を
多
く
含
む
史
料
群
で
あ
る
が
、
有
為
な
人
材
を
多
く
得
る
こ
と

で
、
さ
ら
な
る
進
捗
を
図
っ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

○
関
連
諸
情
報
と
の
有
機
的
な
連
携
の
促
進

付
表
に
も
示
し
た
と
お
り
、「
往
復
」
に
は
密
接
に
関
連
す
る
所
史
史
料
が
多
数

あ
る
。
と
く
に
史
料
採
訪
事
業
の
成
果
を
ま
と
め
た
「
史
料
蒐
集
復
命
書
」「
史
料

蒐
集
目
録

（
21 
）」

は
「
往
復
」
と
表
裏
一
体
の
存
在
と
言
っ
て
よ
い
。
膨
大
な
複
製
史
料

の
生
成
過
程
を
詳
細
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
三
者
を
総
合
的
に
検
討
・
分
析

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
構
成
員
が
各
自
で
記
し
た
日
記
・
記
録
類
と
の
照
合
も
極
め
て
重
要
と
な

る
。
公
的
記
録
で
は
窺
い
知
れ
な
い
背
景
・
文
脈
を
つ
か
む
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

よ
り
豊
か
な
像
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
枢
要
な

ポ
ス
ト
に
あ
っ
た
田
中
義
成
（
編
纂
主
任
）・
辻
（
事
務
主
任
・
所
長
）・
龍
粛
（
所

長
）
の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
貴
重
で
あ
る

（
22 
）。

こ
う
し
た
史
料
を
丹
念

に
読
み
込
む
こ
と
で
、「
往
復
」
が
持
つ
情
報
を
よ
り
有
効
な
も
の
に
鍛
え
て
ゆ
く

こ
と
が
俟
た
れ
て
い
る
。

○
「
往
復
」
の
公
開
環
境
の
調
整

「
往
復
」
収
載
情
報
は
、
す
べ
て
七
〇
年
以
上
を
遡
る
も
の
と
は
い
え
、
史
料
所

蔵
者
に
関
す
る
個
人
情
報
を
多
く
含
ん
で
い
る
た
め
細
や
か
な
対
応
が
必
要
と
な

る
。
か
つ
史
料
集
編
纂
事
業
を
遂
行
す
る
な
か
で
、
今
日
に
至
る
ま
で
安
定
し
た
信

頼
関
係
を
築
い
て
き
た
関
係
先
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
鑑
み
な

が
ら
、
公
文
書
公
開
に
関
す
る
一
般
的
方
法
と
の
整
合
性
に
も
留
意
し
つ
つ
、
研
究

資
源
化
の
方
途
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
然
災
害
や
戦
災
な
ど
様
々
な
経
緯
で
消

滅
あ
る
い
は
不
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
史
料
は
多
い
。
そ
う
し
た
遺
失
史
料
の
履
歴

を
探
る
う
え
で
、「
往
復
」
は
極
め
て
重
要
な
材
料
と
な
り
う
る
。
地
域
史
研
究
や

地
方
史
誌
類
編
纂
に
大
い
に
裨
益
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
課
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
ま
ず
は
着
実
に
な
し
う
る
と
こ
ろ
か
ら
作
業

す
る
ほ
か
な
い
。
継
続
的
な
事
業
と
し
て
安
定
し
て
取
り
組
め
る
よ
う
、
広
く
所
内

外
か
ら
ご
指
導
・
ご
支
援
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
1 
）　

所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。 

（
（ 
）　

赤
煉
瓦
作
り
の
瀟
洒
な
こ
の
建
物
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
の
な
か
で
レ
ス
ト
ラ
ン

に
改
修
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
史
料
編
纂
所
の
管
理
下
を
離
れ
た
。

（
（ 
）　

松
沢
裕
作
「
明
治
太
政
官
に
お
け
る
歴
史
記
述
の
模
索
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
研
究
紀
要
』
二
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、
同
「
修
史
局
に
お
け
る
正
史
編
纂
構
想

の
形
成
過
程
」（
松
沢
裕
作
編
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
山
川
出

版
社
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
参
照
。

（
（ 
）　

史
料
編
纂
所
所
蔵
ガ
ラ
ス
乾
板
を
め
ぐ
る
取
り
組
み
は
、
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ

ー
の
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
経
緯
や
成
果
に
つ
い
て

は
、
久
留
島
典
子
・
高
橋
則
英
・
山
家
浩
樹
編
『
文
化
財
と
し
て
の
ガ
ラ
ス
乾
板
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
（ 
）　

明
治
七
年
よ
り
明
治
一
八
年
に
至
る
ま
で
、
歴
史
課
・
修
史
局
・
修
史
館
を
中
核

と
し
て
進
め
ら
れ
た
府
県
史
編
纂
業
務
に
関
す
る
往
復
類
は
、
業
務
内
容
か
ら
み

て
、
も
と
よ
り
区
分
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

（
（ 
）　

松
沢
裕
作
『
重
野
安
繹
と
久
米
邦
武
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
（ 
）　

昭
和
二
六
年
一
二
月
一
日
改
正 

史
料
編
纂
所
組
織
規
程
（『
史
料
集
』
第
一
章
一

一
七
号
）。

（
（ 
）　

平
成
二
三
年
に
書
庫
狭
隘
化
へ
の
対
応
と
し
て
、
非
現
用
書
類
が
相
当
量
処
分
さ

れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
機
会
に
隠
滅
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
（ 
）　
『
稿
本
国
史
眼
』
は
、
明
治
二
三
年
に
帝
国
大
学
か
ら
刊
行
さ
れ
た
官
撰
の
日
本

通
史
。
史
誌
編
纂
委
員
で
あ
っ
た
重
野
安
繹
・
久
米
邦
武
・
星
野
恒
ら
の
編
に
よ
る
。

（
11 
）　

明
治
二
八
年
四
月
一
七
日
制
定 

文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
掛
員
規
約
（『
史
料
集
』

第
一
章
五
二
号
）。

（
11 
）　

明
治
四
四
年
七
月 

旧
医
科
大
学
建
物
移
築
工
事
落
成
に
つ
き
報
告
（『
史
料
集
』
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第
六
章
三
号
）。

（
1（ 
）　

明
治
三
八
年
三
月
二
八
日
制
定 

史
料
編
纂
官
官
制
（『
史
料
集
』
第
一
章
六
四
号
）。

（
1（ 
）　

辻
善
之
助
関
係
史
料
七
一
―
一
―
九
（『
史
料
集
』
第
五
章
九
号
）。

（
1（ 
）　

三
上
参
次
履
歴
書
（『
史
料
集
』
第
三
章
二
三
号
）。

（
1（ 
）　

大
正
九
年
七
月
か
ら
辻
が
事
務
主
任
に
転
じ
る
と
、
後
任
と
し
て
渡
辺
世
祐
が
任

じ
ら
れ
て
い
た
（『
史
料
集
』
第
三
章
九
号
）。

（
1（ 
）　

編
纂
嘱
託
の
伊
木
寿
一
が
任
命
さ
れ
て
い
る
（
同
右
）。

（
1（ 
）　

昭
和
四
年
七
月
九
日
改
正 
文
学
部
史
料
編
纂
所
処
務
規
定
（『
史
料
集
』
第
一
章

八
二
号
）。

（
1（ 
）　

昭
和
二
二
年
三
月
三
一
日
制
定 
史
料
編
纂
所
部
長
会
議
規
則
（『
史
料
集
』
第
一

章
九
九
号
）。

（
1（ 
）　

昭
和
二
四
年
六
月
末
現
在 

史
料
編
纂
所
の
業
務
組
織
（『
史
料
集
』
第
一
章
一
一

二
号
）。

（
（1 
）　

昭
和
二
五
年
五
月
二
五
日 

史
料
編
纂
所
機
構
改
正
に
関
す
る
理
由
書
（『
史
料

集
』
第
一
章
一
一
三
号
）。

（
（1 
）　

史
料
編
纂
所
所
蔵
。
史
料
蒐
集
復
命
書
は
架
番
号
〇
一
七
〇-
一
が
明
治
六
年
か

ら
昭
和
一
七
年
ま
で
、
架
番
号
〇
一
七
〇-

七
三
が
昭
和
二
二
年
以
降
と
な
る
。
史

料
蒐
集
目
録
は
架
番
号
〇
一
七
〇-

三
が
明
治
一
八
年
か
ら
昭
和
一
八
年
ま
で
、
架

番
号
〇
一
七
〇-

七
五
が
昭
和
二
三
年
以
降
と
な
る
。

（
（（ 
）　

田
中
の
日
記
・
雑
記
は
、
史
料
編
纂
所
に
田
中
義
成
先
生
雑
録
（
架
番
号
四
一
四

四-

二
二
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
採
訪
記
録
・
日
記
類
は
、
昭
和
二
八
・

三
〇
・
三
一
・
三
四
・
三
八
・
三
九
年
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
辻
の
日
記
類
は
明
治

二
三
年
か
ら
昭
和
二
八
年
に
及
ぶ
長
大
な
も
の
で
、
現
在
姫
路
文
学
館
の
所
蔵
に
帰

し
て
い
る
（
原
則
非
公
開
）。
龍
の
日
記
は
、
大
正
四
年
か
ら
昭
和
二
三
年
に
及

び
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
特
殊
蒐
書
の
龍
粛
関
係
史
料
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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【付表1】関連史料年表稿（明治2年〜同22年）※カッコ内数字は架番号

西暦 和暦 組織変遷 公務日誌類
往復類 採訪関係

届等綴・履歴等
府県史関連往復 諸往復 採訪書類 史料蒐集復命書（11（1-1）・同目録（11（1-（）

1（（（ 明治 （ 史料編輯国史校正局

1（（1 明治 （

1（（1 明治 （

1（（（ 明治 （ 正院歴史課

1（（（ 明治 （ 日記
（修 05-001）

往復留（修 01-084）・院中
諸分課廻達留（修 01-081）

1（（（ 明治 （
宮城県史往復書（修 01-001）・国史編輯ニ付往復（修 01-067）・長野県史往復書

（修 01-138）・石川県史往復書（修 01-145）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌
山県史往復書（修 01-162）・広島県史往復書（修 01-165）・福島県史往復書（修
01-168）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）

修 史 局 職 員 諸 届 綴
（0170-22）

1（（（ 明治 （ 修史局

日記
（修 05-002）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県史往復領収
（修 01-014）・府県史領収留（修 01-015）・使府県誌往復（修 01-065）・開拓使往
復（修 01-070）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・
岡山県史往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書

（修 01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌
山県史往復書（修 01-162）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修
01-166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往復書（修 01-171）・大分県史
往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-
174）・岐阜県史往復書（修 01-178）

内外史往復（修 01-111）・
各課往復（修 01-419）

京都府史料採訪一件書類
（修 01-150）

修史局雑綴（0170-
16・17）・修史局職員
諸届綴（0170-22）・歴
史 課 中 官 員 諸 届 綴

（0170-24）・ 館中官員
履歴（修 01-426）

1（（（ 明治 （

修史局日録
（0170-10・
11）修史局日
記（0170-13）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県往復目次
（修 01-066）・開拓使往復（修 01-070）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史
往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-
145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往
復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・岩手県史往復書（修 01-
164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往
復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-
172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮
崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

府県往復（修 02-005）、皇
華士族社寺往復（修 04-
003）、 本局各科寮往復（修
04-007）・院中送達録（修
01-047）・院省使庁往復

（修 01-049）・第四科往復
（修 02-087）

修史局雑綴（0170-
16・17）・修史館雑書
綴込（0170-25）・修史
局職員諸届綴（0170-
22）

1（（（ 明治 11 修史館

修史館日記
（0170-13）
修史館日記

（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県往復目次
（修 01-068）・使府県誌往復（修 01-069）・開拓使往復（修 01-070）・熊本県史往
復書（修 01-137）・ 長野県史往復書（修 01-138）・ 岡山県史往復書（修 01-
144）・石川県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往
復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-
162）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往
復書（修 01-166）・ 福島県史往復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-
171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往
復書（修 01-174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修
01-178）

官中送達録（修 01-048） 修史館雑書綴込（0170-
25）・修史局職員諸届
綴（0170-22）・局員官
員事件（修 01-659）・
修史館官員履歴（0170-
20）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 11

修史館日記
（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県誌往復（修
01-069）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史
往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-
157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史
往復書（修 01-162）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-
165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往
復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-172）・ 山形県史往復書（修 01-
173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐
阜県史往復書（修 01-178）

用途掛往復（修 01-016）・
府県往復（修 01-018）・皇
華士族社寺往復（修 01-
052）・官中廻達録（修 01-
054）・院省使往復（修 01-
092）・ 官中往復（修 01-
427）

修 史 局 職 員 諸 届 綴
（0170-22）・ 館中官員
事件（修 01-429）・ 修
史 館 官 員 転 免 履 歴

（0170-21）

1（（（ 明治 1（

修史館日記
（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修
01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・岩手県
史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-
166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往復書（修 01-171）・大分県史往
復書（修 01-172）・ 山形県史往復書（修 01-173）・ 島根県史往復書（修 01-
174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

修 史 局 職 員 諸 届 綴
（0170-22）・ 修史館官
員転免履歴（0170-21）

1（（1 明治 1（

修史館日記
（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修
01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・徳島県
史往復書（修 01-163）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-
165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往
復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-172）・ 山形県史往復書（修 01-
173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐
阜県史往復書（修 01-178）

官中往復（修 01-605） 修史館官員転免履歴
（0170-21）



所史史料調査の現状と展望（井上）（（（（）

【付表1】関連史料年表稿（明治2年〜同22年）※カッコ内数字は架番号

西暦 和暦 組織変遷 公務日誌類
往復類 採訪関係

届等綴・履歴等
府県史関連往復 諸往復 採訪書類 史料蒐集復命書（11（1-1）・同目録（11（1-（）

1（（（ 明治 （ 史料編輯国史校正局

1（（1 明治 （

1（（1 明治 （

1（（（ 明治 （ 正院歴史課

1（（（ 明治 （ 日記
（修 05-001）

往復留（修 01-084）・院中
諸分課廻達留（修 01-081）

1（（（ 明治 （
宮城県史往復書（修 01-001）・国史編輯ニ付往復（修 01-067）・長野県史往復書

（修 01-138）・石川県史往復書（修 01-145）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌
山県史往復書（修 01-162）・広島県史往復書（修 01-165）・福島県史往復書（修
01-168）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）

修 史 局 職 員 諸 届 綴
（0170-22）

1（（（ 明治 （ 修史局

日記
（修 05-002）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県史往復領収
（修 01-014）・府県史領収留（修 01-015）・使府県誌往復（修 01-065）・開拓使往
復（修 01-070）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・
岡山県史往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書

（修 01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌
山県史往復書（修 01-162）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修
01-166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往復書（修 01-171）・大分県史
往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-
174）・岐阜県史往復書（修 01-178）

内外史往復（修 01-111）・
各課往復（修 01-419）

京都府史料採訪一件書類
（修 01-150）

修史局雑綴（0170-
16・17）・修史局職員
諸届綴（0170-22）・歴
史 課 中 官 員 諸 届 綴
（0170-24）・ 館中官員
履歴（修 01-426）

1（（（ 明治 （

修史局日録
（0170-10・
11）修史局日
記（0170-13）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県往復目次
（修 01-066）・開拓使往復（修 01-070）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史
往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-
145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往
復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・岩手県史往復書（修 01-
164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往
復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-
172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮
崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

府県往復（修 02-005）、皇
華士族社寺往復（修 04-
003）、 本局各科寮往復（修
04-007）・院中送達録（修
01-047）・院省使庁往復
（修 01-049）・第四科往復
（修 02-087）

修史局雑綴（0170-
16・17）・修史館雑書
綴込（0170-25）・修史
局職員諸届綴（0170-
22）

1（（（ 明治 11 修史館

修史館日記
（0170-13）
修史館日記

（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県往復目次
（修 01-068）・使府県誌往復（修 01-069）・開拓使往復（修 01-070）・熊本県史往
復書（修 01-137）・ 長野県史往復書（修 01-138）・ 岡山県史往復書（修 01-
144）・石川県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往
復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-
162）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往
復書（修 01-166）・ 福島県史往復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-
171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往
復書（修 01-174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修
01-178）

官中送達録（修 01-048） 修史館雑書綴込（0170-
25）・修史局職員諸届
綴（0170-22）・局員官
員事件（修 01-659）・
修史館官員履歴（0170-
20）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 11

修史館日記
（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県誌往復（修
01-069）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史
往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-
157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史
往復書（修 01-162）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-
165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往
復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-172）・ 山形県史往復書（修 01-
173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐
阜県史往復書（修 01-178）

用途掛往復（修 01-016）・
府県往復（修 01-018）・皇
華士族社寺往復（修 01-
052）・官中廻達録（修 01-
054）・院省使往復（修 01-
092）・ 官中往復（修 01-
427）

修 史 局 職 員 諸 届 綴
（0170-22）・ 館中官員
事件（修 01-429）・ 修
史 館 官 員 転 免 履 歴
（0170-21）

1（（（ 明治 1（

修史館日記
（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修
01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・岩手県
史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-
166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往復書（修 01-171）・大分県史往
復書（修 01-172）・ 山形県史往復書（修 01-173）・ 島根県史往復書（修 01-
174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

修 史 局 職 員 諸 届 綴
（0170-22）・ 修史館官
員転免履歴（0170-21）

1（（1 明治 1（

修史館日記
（0170-12）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修
01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・徳島県
史往復書（修 01-163）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-
165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史往
復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-172）・ 山形県史往復書（修 01-
173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐
阜県史往復書（修 01-178）

官中往復（修 01-605） 修史館官員転免履歴
（0170-21）
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西暦 和暦 組織変遷 公務日誌類
往復類 採訪関係

届等綴・履歴等
府県史関連往復 諸往復 採訪書類 史料蒐集復命書（11（1-1）・同目録（11（1-（）

1（（1 明治 1（

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・秋田県史往復書（修
01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県
史往復書（修 01-162）・徳島県史往復書（修 01-163）・岩手県史往復書（修 01-
164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往
復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-
172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮
崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

省院使往復（修 01-004） 修史館官員転免履歴
（0170-21）

1（（（ 明治 1（

明治史要科館
中日記（修
01-635）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・秋田県史往復書（修
01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県
史往復書（修 01-162）・徳島県史往復書（修 01-163）・岩手県史往復書（修 01-
164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往
復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-
172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-174）・鳥取県史往
復書（修 01-176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修
01-178）

修史館官員転免履歴
（0170-21）

1（（（ 明治 1（

明治史要科館
中日記（修
01-629）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・札幌県史往復書（修
01-153）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史
往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・徳島県史往復書（修 01-
163）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往
復書（修 01-166）・ 福島県史往復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-
171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往
復書（修 01-174）・ 富山県史往復書（修 01-175）・ 鳥取県史往復書（修 01-
176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

省院使往復（修 01-005）・
府県往復（修 01-019）・皇
華士族社寺往復（修 01-
053）・ 往復類（修 01-
091）・ 官中往復（修 01-
428）・本館幷各局等回達
録（修 01-017）

館中官員事件（修 01-
430）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 1（

館中日記（修
01-625）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県史往復雑書
（修 01-077）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山
県史往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修
01-146）・札幌県史往復書（修 01-153）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史
往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・徳島県史往復書（修 01-
163）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往
復書（修 01-166）・ 福島県史往復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-
171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往
復書（修 01-174）・ 富山県史往復書（修 01-175）・ 鳥取県史往復書（修 01-
176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）

修史館官員転免履歴
（0170-21）

1（（（ 明治 1（

館中日記（修
01-628）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・広島県往復（修
01-020）・府県史補続著手要件（修 01-071）・使府県史往復雑書（修 01-077）・熊
本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修
01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・沖縄県史
往復書（修 01-152）・札幌県史往復書（修 01-153）・秋田県史往復書（修 01-
157）・根室県往復書（修 01-158）・宮崎県往復書（修 01-159）・愛媛県史往復書

（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・徳島県史往復書（修 01-163）・岩手
県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修
01-166）・佐賀県史往復書（修 01-167）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史
往復書（修 01-171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-
173）・島根県史往復書（修 01-174）・富山県史往復書（修 01-175）・鳥取県史往
復書（修 01-176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）

省院使往復（修 02-011）・
府県往復（修 02-012）・皇
華士族往復（修 02-013）・
官中往復（修 02-014）・本
館幷各局等回達録（修 02-
015）

関東六県文書採訪日記
（0170-32・33・34）・関東
六県採訪文書目録（0170-
39）

復命書 1・目録 1（茨城）・目録 2（栃木）・
目録 3（千葉）・目録 4（群馬）・目録 5（埼
玉）・目録 6（神奈川）

館中官員事件（修 02-
216）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 1（ 内閣臨時修
史局

修史局日記
（0170-15）

閣中往復（修 01-045） 採訪日記 〔京都・大阪・
滋賀〕（0170-35）・採訪日
記 〔京都・大阪・滋賀〕

（0170-38）

復命書 2・目録 7～14（京都）・目録 15（滋
賀）・目録 16（大阪）

局員事件綴込（01-
431）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 （1
修史局日記

（0170-15）
省院庁往復（修 02-017）・
閣中往復（0170-26）・ 回
達書類（修 02-089）

福 岡・ 大 分 採 訪 目 録
（0170-40）・九州史料採訪
一件書類（修 01-151）

目録 17（九州 7県） 局員事件綴込（01-
658）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 （1

修史局日記
（0170-15）

官省往復（修 02-018）・五
県来翰（修 02-031）

採訪日記〔兵庫・徳島・
土佐・愛媛・香川・和歌
山〕（0170-36）・採訪日記

〔兵庫・ 徳島・ 土佐・ 愛
媛・ 香川・ 和歌山〕

（0170-37）・採訪史料目録
（0170-69）

復命書 3・復命書 4・目録 18（兵庫）・目録
19（和歌山）・目録 20（徳島）・目録 21（愛
媛）・目録 22（香川）・目録 23（高知）・目録
24（大阪）・ 目録 25（徳島）・ 目録 26（高
知）・目録 27（愛媛）・目録 28（香川）・目録
29, 30（兵庫）・目録 31, 32（和歌山）

修史局院諸届綴（0170-
23）・ 局員事件綴込

（修 01-432）・ 修史館
官員転免履歴（0170-
21）

臨時編年史
編纂掛



所史史料調査の現状と展望（井上）（（（（）

西暦 和暦 組織変遷 公務日誌類
往復類 採訪関係

届等綴・履歴等
府県史関連往復 諸往復 採訪書類 史料蒐集復命書（11（1-1）・同目録（11（1-（）

1（（1 明治 1（

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・秋田県史往復書（修
01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県
史往復書（修 01-162）・徳島県史往復書（修 01-163）・岩手県史往復書（修 01-
164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往
復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-
172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-174）・鹿児島幷宮
崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

省院使往復（修 01-004） 修史館官員転免履歴
（0170-21）

1（（（ 明治 1（

明治史要科館
中日記（修
01-635）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・秋田県史往復書（修
01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・和歌山県
史往復書（修 01-162）・徳島県史往復書（修 01-163）・岩手県史往復書（修 01-
164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修 01-166）・福島県史往
復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-171）・ 大分県史往復書（修 01-
172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往復書（修 01-174）・鳥取県史往
復書（修 01-176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修
01-178）

修史館官員転免履歴
（0170-21）

1（（（ 明治 1（

明治史要科館
中日記（修
01-629）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・熊本県史往復書
（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修 01-144）・石川
県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・札幌県史往復書（修
01-153）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史往復書（修 01-160）・高知県史
往復書（修 01-161）・和歌山県史往復書（修 01-162）・徳島県史往復書（修 01-
163）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往
復書（修 01-166）・ 福島県史往復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-
171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往
復書（修 01-174）・ 富山県史往復書（修 01-175）・ 鳥取県史往復書（修 01-
176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）・岐阜県史往復書（修 01-178）

省院使往復（修 01-005）・
府県往復（修 01-019）・皇
華士族社寺往復（修 01-
053）・ 往復類（修 01-
091）・ 官中往復（修 01-
428）・本館幷各局等回達
録（修 01-017）

館中官員事件（修 01-
430）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 1（

館中日記（修
01-625）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・使府県史往復雑書
（修 01-077）・熊本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山
県史往復書（修 01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修
01-146）・札幌県史往復書（修 01-153）・秋田県史往復書（修 01-157）・愛媛県史
往復書（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・徳島県史往復書（修 01-
163）・岩手県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往
復書（修 01-166）・ 福島県史往復書（修 01-168）・ 福岡県史往復書（修 01-
171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-173）・島根県史往
復書（修 01-174）・ 富山県史往復書（修 01-175）・ 鳥取県史往復書（修 01-
176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）

修史館官員転免履歴
（0170-21）

1（（（ 明治 1（

館中日記（修
01-628）

宮城県史往復書（修 01-001）・山口県史往復書（修 01-002）・広島県往復（修
01-020）・府県史補続著手要件（修 01-071）・使府県史往復雑書（修 01-077）・熊
本県史往復書（修 01-137）・長野県史往復書（修 01-138）・岡山県史往復書（修
01-144）・石川県史往復書（修 01-145）・福井県史往復書（修 01-146）・沖縄県史
往復書（修 01-152）・札幌県史往復書（修 01-153）・秋田県史往復書（修 01-
157）・根室県往復書（修 01-158）・宮崎県往復書（修 01-159）・愛媛県史往復書

（修 01-160）・高知県史往復書（修 01-161）・徳島県史往復書（修 01-163）・岩手
県史往復書（修 01-164）・広島県史往復書（修 01-165）・青森県史往復書（修
01-166）・佐賀県史往復書（修 01-167）・福島県史往復書（修 01-168）・福岡県史
往復書（修 01-171）・大分県史往復書（修 01-172）・山形県史往復書（修 01-
173）・島根県史往復書（修 01-174）・富山県史往復書（修 01-175）・鳥取県史往
復書（修 01-176）・鹿児島幷宮崎県史往復書（修 01-177）

省院使往復（修 02-011）・
府県往復（修 02-012）・皇
華士族往復（修 02-013）・
官中往復（修 02-014）・本
館幷各局等回達録（修 02-
015）

関東六県文書採訪日記
（0170-32・33・34）・関東
六県採訪文書目録（0170-
39）

復命書 1・目録 1（茨城）・目録 2（栃木）・
目録 3（千葉）・目録 4（群馬）・目録 5（埼
玉）・目録 6（神奈川）

館中官員事件（修 02-
216）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 1（ 内閣臨時修
史局

修史局日記
（0170-15）

閣中往復（修 01-045） 採訪日記 〔京都・大阪・
滋賀〕（0170-35）・採訪日
記 〔京都・大阪・滋賀〕
（0170-38）

復命書 2・目録 7～14（京都）・目録 15（滋
賀）・目録 16（大阪）

局員事件綴込（01-
431）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 （1
修史局日記

（0170-15）
省院庁往復（修 02-017）・
閣中往復（0170-26）・ 回
達書類（修 02-089）

福 岡・ 大 分 採 訪 目 録
（0170-40）・九州史料採訪
一件書類（修 01-151）

目録 17（九州 7県） 局員事件綴込（01-
658）・修史館官員転免
履歴（0170-21）

1（（（ 明治 （1

修史局日記
（0170-15）

官省往復（修 02-018）・五
県来翰（修 02-031）

採訪日記〔兵庫・徳島・
土佐・愛媛・香川・和歌
山〕（0170-36）・採訪日記
〔兵庫・ 徳島・ 土佐・ 愛
媛・ 香川・ 和歌山〕
（0170-37）・採訪史料目録
（0170-69）

復命書 3・復命書 4・目録 18（兵庫）・目録
19（和歌山）・目録 20（徳島）・目録 21（愛
媛）・目録 22（香川）・目録 23（高知）・目録
24（大阪）・ 目録 25（徳島）・ 目録 26（高
知）・目録 27（愛媛）・目録 28（香川）・目録
29, 30（兵庫）・目録 31, 32（和歌山）

修史局院諸届綴（0170-
23）・ 局員事件綴込
（修 01-432）・ 修史館
官員転免履歴（0170-
21）

臨時編年史
編纂掛
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【付表2】関連史料年表稿（明治22年〜昭和29年）
※　カッコ内数字は架番号，史料蒐集復命書は 0170-1，0170-73 による。史料蒐集目録は 0170-3，0170-75 による。

西暦 和暦 組織変遷 往復
採訪関係

採訪書類 史料蒐集復命書・目録

1（（（ 明治 （（ 臨時編年史
編纂掛

長野県採訪文書目録（0170-
41）・茨城・宮城・岩手・
福島採訪文書目録（0170-
42・43）・静岡・山梨・長
野三県文書目録（0170-44）

復命書 5・ 目録 33（茨城）・ 目録 34
（福島）・目録 35（宮城）・目録 36（岩
手）・ 目録 37（栃木）・ 目録 38（岩
手）・ 目録 39（静岡）・ 目録 40（山
梨）・目録 41（長野）

1（（1 明治 （（ 府県往復

1（（1 明治 （（ 史誌編纂掛 茨城･宮城・岩手･福島採訪
文書目録（0170-45）

1（（（ 明治 （（
愛知県文書目録（0170-
46）・ 三重県文書目録

（0170-47）・広島県採訪文
書目録（0170-48）

1（（（ 明治 （（ 廃　止

福岡・大分・佐賀・熊本採
訪文書目録（0170-49），福
岡・ 大分採訪文書目録

（0170-50），熊本県文書目
録（0170-51）

1（（（ 明治 （（

1（（（ 明治 （（ 史料編纂掛
官省院庁往復，府県往復
1・2，社寺往復，皇華士
族社寺平民往復

岐阜県採訪文書目録（0170-
52）島根県史料蒐集目録

（0170-82）
復命書 6・目録 42（鳥取）・目録 43, 
44（島根）・目録 45（岐阜）

1（（（ 明治 （（
山口県史料採訪目録（0170-
53）・史料蒐集復命書〔愛
知・三重〕（0170-68）

復命書 7・ 目録 46（鳥取）・ 目録 47
（三重）・目録 48（愛知）・目録 49（岡
山）・ 目録 50（広島）・ 目録 51～55

（山口）・目録 56（岡山）・目録 57（広
島）・目録 58（山口）

1（（（ 明治 （1
閣省院庁等往復，皇華士
族社寺平民往復，府県往
復

青森県史料編纂材料目録
（0170-54）

復命書 8・目録 59, 60（新潟）・目録
61（富山）・目録 62（京都）・目録 63

（富山）・目録 64（福井）・目録 65（石
川）・目録 66（島根）

1（（（ 明治 （1
閣省院庁等往復，皇華士
族社寺平民往復，府県往
復

秋田県史料編纂材料目録
（0170-55）・山形県史料採
訪目録（0170-56）・鹿児島
県史料編纂材料目録（0170-
57）

復命書 9・ 目録 67（山形）・ 目録 68
（秋田）・目録 69（京都）・目録 70（秋
田）

1（（（ 明治 （（ 華族往復，官省等往復，
社寺人民往復，府県往復

復命書 10・目録 72（東京）・目録 73
（埼玉）・目録 74（群馬）

1（11 明治 （（ 華族往復，官省学校往
復，社寺往復，府県往復

秋田県史料採訪目録（0170-
58）

1（11 明治 （（
官庁幷学校往復，社寺往
復上・下，皇華族往復，
府県往復，諸氏往復

復命書 11・目録 75～77（京都）

1（1（ 明治 （（
官庁幷学校往復，社寺往
復，皇華族往復，府県往
復，諸氏往復

復命書 12

1（1（ 明治 （（
官庁幷学校往復，社寺往
復 1～3，皇華族往復，
府県往復 1～3，諸氏往
復

復命書 13・目録 78（和歌山）・目録
79, 80（京都）・目録 81（奈良）・目録
82（和歌山）

1（1（ 明治 （（
官庁幷学校往復，社寺往
復 1～3，皇華族往復，
府県往復 1～4，諸氏往
復

復命書 14・目録 83（京都）・目録 84
（愛知）・目録 85（京都）・目録 86（大
阪）・目録 87（滋賀）・目録 88（神奈
川）目録 89（青森）・目録 90（岩手）

1（1（ 明治 （（ （編纂官
制度）

官庁幷学校往復，社寺往
復 1～4，皇華族往復，
府県往復 1・2，諸氏往
復 1・2

採訪書類目録（0170-59）
復命書 15・目録 91（愛知）・目録 92

（京都）・目録 93（奈良）・目録 94（岡
山）

1（1（ 明治 （（
官庁幷学校往復，社寺往
復 1・2，皇華族往復，
府県往復，諸氏往復

京都府・滋賀県採訪目録
（0170-60） 復命書 16・目録 95（京都）
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西暦 和暦 組織変遷 往復
採訪関係

採訪書類 史料蒐集復命書・目録

1（1（ 明治 （1
官庁幷学校往復，社寺往
復 1～3，皇華族往復，
府県往復，諸氏往復 1・
2

東京府及埼玉県蒐集史料目
録（0170-61）

復命書 17・目録 71（山形）・目録 96
（大阪）・目録 97（京都）・目録 98（広
島）

1（1（ 明治 （1
官庁幷学校往復，社寺往
復 1・2，皇華族往復，
府県往復，諸氏往復 1・
2

復命書 18・目録 99, 100（京都）・目
録 101（滋賀）・目録 102（茨城）

1（1（ 明治 （（
官庁幷学校往復，行政裁
判所往復，社寺往復 1・
2，皇華族往復，府県往
復，諸氏往復 1・2

復命書 19・ 目録 103（京都）・ 目録
104（熊本）・目録 105（滋賀）・目録
106（京都）

1（11 明治 （（
官庁幷学校往復，行政裁
判所往復，社寺往復 1・
2，皇華族往復，府県往
復，諸氏往復 1・2

復命書 20・目録 107（大阪）

1（11 明治 （（

官庁幷学校往復，行政裁
判所往復，社寺往復 1・
2，皇華族往復，府県往
復，諸氏往復 1・2，往
復乙 1～4

復命書 21・目録 108（栃木）

1（1（ 大正元
官庁幷学校往復，社寺往
復 1・2，皇華族往復，
府県往復，諸氏往復 1・
2，往復乙 1～5

復命書 22

1（1（ 大正 （
官庁幷学校往復，社寺往
復 1・2，皇華族往復，
府県往復，諸氏往復 1・
2，往復乙 1～4

復命書 23・目録 109（愛知）

1（1（ 大正 （
官庁幷学校往復，社寺往
復 1・2，皇華族往復，
府県往復，諸氏往復 1・
2，往復乙 2

復命書 24・ 目録 110（京都）・ 目録
111（滋賀）・目録 112（大阪）

1（1（ 大正 （ 往復甲 1～8，往復乙 1～
3 復命書 25・目録 113（滋賀）

1（1（ 大正 （ 往復甲 1～6，往復乙 1～
3，学内往復 復命書 26・目録 114（京都）

1（1（ 大正 （ 往復甲 1～6，往復乙 1～
3，学内往復

復命書 27・目録 115～119（京都）・目
録 120（広島）・目録 121（東京）・目
録 122（大阪）・目録 123（和歌山）

1（1（ 大正 （ 往復甲 1～5，往復乙 1～
3，学内往復

復命書 28・目録 124, 125（京都）・目
録 126（大阪）・目録 127（京都）・目
録 128（大阪）

1（1（ 大正 （
（文科大
学→文学
部）

往復甲 1～4，往復乙 1，
学内往復

復命書 29・目録 129, 130（京都）・目
録 131（静岡）・目録 132（京都）・目
録 133（山梨）・目録 134（長崎）・目
録 135（佐賀）・目録 136（宮崎）・目
録 137（岐阜）・目録 138（福井）・目
録 139（新潟）

1（（1 大正 （ 往復甲 1～4，往復乙 1・
2，学内往復

復命書 30・目録 140（神奈川）・目録
141（京都）・ 目録 142（三重）・ 目録
143（静岡）・ 目録 144（長野）・ 目録
145（福井）・ 目録 146（石川）・ 目録
147（群馬）・ 目録 148（新潟）・ 目録
149（岐阜）・目録 150（奈良）

1（（1 大正 11 往復甲 1～5，往復乙 1・
2，学内往復

史料採訪書目目録（0170-
62）

復命書 31・ 目録 151（愛知）・ 目録
152（京都）・目録 153（滋賀）・目録
154（奈良）

1（（（ 大正 11 往復甲 1～5，往復乙 1，
学内往復

復命書 32・ 目録 155（京都）・ 目録
156（滋賀）・目録 157（愛知）・目録
158（神奈川）

1（（（ 大正 1（ 往復甲 1～3，往復乙 1・
2，学内往復

復命書 33・ 目録 159（京都）・ 目録
160（石川）・目録 161（岐阜）・目録
162（愛知）・目録 163（愛知）
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西暦 和暦 組織変遷 往復
採訪関係

採訪書類 史料蒐集復命書・目録

1（（（ 大正 1（ （大拡張）  往復甲 1～5，往復乙 1・
2，学内往復

復命書 34・ 目録 164（朝鮮）・ 目録
165（長崎）・目録 166（愛知）・目録
167（福島）・目録 168（栃木）・目録
169（茨城）・目録 170（福井）・目録
171（愛媛）・目録 172（長崎）・目録
173（愛知）

1（（（ 大正 1（ 往復甲 1～7，往復乙 1，
学内往復

復命書 35・ 目録 174（埼玉）・ 目録
175（鹿児島）・ 目録 176～181（京
都）・目録 182（鹿児島）

1（（（ 昭和元
往復甲 1～8，往復乙 1～
7，乙別冊，日本金石文
関係往復

愛媛県史料採訪目録稿
（0170-63）・愛媛県採訪目
録（0170-65）・愛媛県史料
採訪目録（0170-84）

復命書 36, 37・ 目録 183～186（京
都）・ 目録 187（神奈川）・ 目録 188

（東京）・目録 189（愛知）・目録 190
（福岡）・目録 191（長崎）・目録 192
（熊本）・目録 193（岩手）・目録 194
（福島）・目録 195（京都）・目録 196
（京都）・目録 197（大分）・目録 198
（鹿児島）・目録 199（大分）・目録 200
（京都）

1（（（ 昭和 （
往復甲 1～10，往復乙 1
～2，日本金石文関係往
復，学内往復

愛媛県採訪目録（0170-
64）愛媛県史料採訪目録

（0170-84）

復命書 38・ 目録 201（奈良）・ 目録
202（東京）・目録 203（長野）・目録
204（山梨）・目録 205（京都）・目録
206（愛知）・目録 207（岐阜）・目録
208～210（京都）・目録 211（福岡）・
目録 212（東京）・目録 213（東京）

1（（（ 昭和 （ （現在地に
移転）　　

往復甲 1～9，往復乙 1～
3，日本金石文関係往復

復命書 39・ 目録 214（京都）・ 目録
215（東京）・目録 216（大阪）・目録
217（和歌山）・目録 218（東京）・目
録 219（熊本）・目録 220, 221・目録
222（京都）・目録 223（滋賀）・目録
224, 225・目録 240（京都）

1（（（ 昭和 （ 史料編纂所 往復甲 1～9，往復乙 1・
2，日本金石文関係往復

復命書 40・ 目録 226（東京）・ 目録
227（長野）・目録 228（徳島）・目録
229（山口）・目録 230（奈良）・目録
231（大分）・目録 232（熊本）・目録
233（福岡）・目録 234（静岡）・目録
235～237（京都）・目録 238（広島）・
目録 239（福岡）・目録 241（島根）・
目録 242（埼玉）

1（（1 昭和 （ 往復甲 1～10，往復乙
1，日本金石文関係往復

復命書 41・ 目録 243（熊本）・ 目録
244（奈良）・目録 245（三重）

1（（1 昭和 （ 往復甲 1～10，往復乙
1，宮内省図書寮往復

史料蒐集復命書 1〔宮崎〕
（0170-80）

復命書 42・ 目録 246（奈良）・ 目録
247（山梨）・目録 248（千葉）・目録
249（香川）・目録 250（三重）・目録
251（愛知）・目録 252（大阪・京都･
岡山・滋賀）・目録 253（宮城）・目録
254（鹿児島）

1（（（ 昭和 （ 往復甲 1～10，往復乙
1，宮内省図書寮往復

宮崎県下史料蒐集目録
（0170-66）・史料蒐集復命
書 2〔宮崎〕（0170-80）・
史料蒐集目録 1・2〔山
形〕（0170-71）

復命書 43・ 目録 255（静岡）・ 目録
256（愛知）・目録 257（香川）・目録
258（高知）・目録 259（東京）・目録
260（宮城）

1（（（ 昭和 （ 往復甲 1～11，往復乙
1，宮内省図書寮往復

史料蒐集目録 1・2〔山
形〕（0170-71）

復命書 44・ 目録 261（富山）・ 目録
262（山口）・目録 263（京都）・目録
264（広島）・目録 265（山口）・目録
266（鹿児島）・目録 267（大阪）・目
録 268（高知）・目録 269（東京）・目
録 270（神奈川）・目録 271（東京）・
目録 272（富山）・目録 273（石川）・
目録 274（福井）・目録 275（奈良）

1（（（ 昭和 （ 往復甲 1～10，往復乙
1，宮内省図書寮往復

復命書 45・ 目録 276（広島）・ 目録
277（佐賀）

1（（（ 昭和 11 往復甲 1～12，往復乙
1，宮内省図書寮往復

復命書 46・ 目録 278（徳島）・ 目録
279（大阪等）・目録 280（滋賀）・目
録 281（京都）・目録 282（高知）・目
録 283（神奈川）・目録 284（千葉）
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西暦 和暦 組織変遷 往復
採訪関係

採訪書類 史料蒐集復命書・目録

1（（（ 昭和 11 往復甲 1～10，往復乙
1，宮内省図書寮往復

史料蒐集目録 3〔福岡〕
（0170-71）

復命書 47・ 目録 285（奈良）・ 目録
286（徳島）・目録 287（大阪）・目録
288（徳島）・目録 289（高知）・目録
290（愛媛）・目録 291（香川）・目録
292（佐賀）

1（（（ 昭和 1（ 往復甲 1～11，往復乙
1，宮内省図書寮往復

史料蒐集目録 4〔京都〕
（0170-71）

復命書 48・ 目録 293（京都）・ 目録
294（奈良）・目録 295（京都）・目録
296（大阪）・目録 297（奈良）・目録
298（大阪）

1（（（ 昭和 1（ 往復甲 1～10，往復乙
1，宮内省図書寮往復

復命書 49・ 目録 299（山口）・ 目録
300（広島）・目録 301（大阪）・目録
302（兵庫）・目録 303～305（和歌山）

1（（（ 昭和 1（ 往復甲 1～10，往復乙
1，宮内省図書寮往復

奈良県下採訪目録（0170-
67）

復命書 50・ 目録 306（埼玉）・ 目録
307（山形）・目録 308（鳥取）・目録
309（京都）・目録 310（奈良）・目録
311（京都）

1（（1 昭和 1（ 往復甲 1～10，往復乙
1，宮内省図書寮往復

富山県下史料蒐集目録
（0170-83）

復命書 51・目録 312, 313（京都）・目
録 314（長崎）

1（（1 昭和 1（ 往復甲 1～9，往復乙 1，
宮内省図書寮往復

復命書 52・ 目録 315（京都）・ 目録
316～318（滋賀）・目録 319（鳥取）・
目録 320（島根）・目録 321（奈良）・
目録 322（京都）・目録 323（兵庫）

1（（（ 昭和 1（ 往復甲 1～7，往復乙 1 復命書 53・ 目録 324（鳥取）・ 目録
325（石川）・目録 326（京都）

1（（（ 昭和 1（ 往復甲 1～6 史料蒐集目録 5・6〔石
川〕（0170-71） 目録 327～329（滋賀）

1（（（ 昭和 1（ 往復甲 1

1（（（ 昭和 （1

1（（（ 昭和 （1

1（（（ 昭和 （（ 往復甲 1 復命書 1（山形）

1（（（ 昭和 （（ 往復甲 1，往復 1（史図） 復命書 2（茨城）・復命書 3（新潟）・
目録 1，2（茨城）・目録 3（新潟）

1（（（ 昭和 （（
（維新史
料編纂事
業移管）

往復 1（史図） 復命書 4（新潟）・復命書 5（京都）・
目録 4（新潟）・目録 5（京都）

1（（1 昭和 （（ （大学附
置研究所） 往復 1（史図） 復命書 6（京都）

1（（1 昭和 （（ 往復 1（史図）

1（（（ 昭和 （（
（史料集
出版事業
再開）

復命書 7（新潟）・復命書 8（滋賀・長
崎・福岡）・目録 6（長崎・福岡）

1（（（ 昭和 （（

1（（（ 昭和 （（ （教官制
導入） 復命書 9（広島）・目録 7（広島）




